
〕〔
消費生活メールマガジン「週刊  はまのタスケ・メール」のご登録を！ 横浜市消費生活総合センター 検　索はまのタスケ

引っ越しが多くなる時期になりました。
「約束した日時に来ない」
「聞いていない追加料金が発生した」
「荷物の紛失や破損があった」　など
毎年様々なトラブルの相談が寄せられています。

いざという時のために、見積書はきちんと保管
しておき、破損個所の写真を撮るなど情報を整
理した上で、引っ越し事業者に連絡しましょう。

困ったときは、
消費生活総合センター
にご相談ください。
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月次相談リポート

引っ越しのトラブルにご注意！

令和４（202２）年　３月号

お互いに　一声かけて見守りを！


